
第 76回 河川レンジャー制度運営委員会 
 

 

日 時：令和 7 年 10 月 30 日（木）14：00～15：30 

場 所：ウォーターステーション琵琶 会議室  

 

 

議 事 次 第 

 

１．開会 
 

２．報告 

(1) 河川レンジャー活動支援室からの報告        （資料－1）   

(2) 河川レンジャー中間活動報告              （資料－2） 

 

３．審議  

(1) 河川レンジャー制度運営委員会規約の改正について （資料－3） 

(2) 琵琶湖河川レンジャー活動要領の改正について   （資料－3） 

 

４．その他 

(1) 河川レンジャーの審査について            

(2) 傍聴者からのご意見                     

 

５．閉会 
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参考資料－2 河川レンジャー制度運営委員会規約 

参考資料－3 琵琶湖河川レンジャー活動要領 

参考資料－4 河川レンジャー活動の理念・あるべき姿 

参考資料－5 河川レンジャーレポート vol.56 
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河川レンジャー活動支援室からの報告 

 第 75 回河川レンジャー制度運営委員会以降において、河川レンジャー活動支援室（以下、支

援室）の主な取組状況を報告します。 

1. 令和７年度の支援室の主なスケジュール 

 令和 7年度の河川レンジャー制度運営委員会等の主なスケジュールを表 1に示します。 

 
表 1 令和 7年度 河川レンジャー関連年間活動実績及び予定 

 

制度運営委員会等
その他支援室の主な動き

（Rレポート発行、各種イベント開催）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

時期

令
和
7
年
度

河川レンジャーミーティングおよび

河川レンジャー研修

第７5 回 制度運営委員会
6/23

琵琶湖河川R・琵琶湖河川事務所

意見交換会

6/9

河川レンジャーミーティング
4/16．18

琵琶湖河川レンジャーレポート５6号 発行

河川レンジャー研修
「河川管理と地域連携（仮称）」

in 野洲川

9/1

琵琶湖河川レンジャーレポート５7号 発行

琵琶湖河川レンジャーレポート５8号 発行

●第７６回 制度運営委員会

●琵琶湖河川R・制度運営委員会・

琵琶湖河川事務所 意見交換会

10/30

河川レンジャー研修
「河川管理と地域連携（仮称）」

in 瀬田川

8/29

河川レンジャーミーティング
7/4．7

第７７ 回 制度運営委員会

【イベント】第18回水辺の匠
11/9

河川レンジャーミーティング
10/10

河川レンジャーミーティング
※11月以降も必要に応じて適宜開催

第 76 回河川レンジャー制度運営委員会（2025.10.30） 

資料－１ 
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2. 河川レンジャー・河川レンジャートライアルの募集状況

・ 河川レンジャー・河川レンジャートライアルの募

集は、今年度も引き続き、WS 琵琶のホームペー

ジ・チラシ配架等で行っています。

・ 令和 7年 10月 17日時点で、1名の応募がありま

した。

                               

   ᅗ 1 WS ⍇⍈࣍ー࣒࣌ージ࡛ࡢເ㞟᱌ෆ

3. 河川レンジャーの活動サポートボランティアの取り組み

3.1 地域への周知活動

河川レンジャーの活動サポートボランティアの取り組みにあたって、昨年度の結果を踏まえ

て、更なる応募者の増加を期待し、龍谷大学のボランティアフェスタにて、河川レンジャーの

活動サポートボランティアの案内を本学生に実施しました。案内の当日は、水上レンジャー・

野村レンジャーにも協力頂きました。

3.2 今年度の取り組み状況

今年度の取り組み状況（10/27時点）は、活動サポートボランティアに延べ６名の参加があ
り、2名の予定をいただいています。地域への周知活動を行った龍谷大学からは、学生３名の
参加（8/23瀬田川たんけんたい）がありました。

⾲ 2 άື࣏ࢧーࣛ࣎ࢺンࡢ࢔࢕ࢸເ㞟≧ἣ（௧࿴ 7ᖺ 10᭶ 27᪥᫬Ⅼ）

άື᪥࣭άືྡ࣭ᢸᙜ R άືሙᡤ ࣎ࣛン࢔࢕ࢸෆᐜ ࣎ࣛン࢔࢕ࢸ参ຍ⪅ᩘ

6/26 瀬田川たんけんたい

（野村 R）

ウォーターステー

ション琵琶

水防災「浸水歩行体

験」活動のサポート

1名

8/23 瀬田川たんけんたい

（野村 R）

ウォーターステー

ション琵琶

水環境「微生物の観

察」活動のサポート

3名

9/27 瀬田川たんけんたい

（野村 R）

ウォーターステー

ション琵琶

水環境「外来魚問題」

のサポート

１名

10/25 野洲川下流河川清掃 野洲川（守山市域） 河川清掃活動のサポ

ート

１名

11/1 瀬田川たんけんたい

（野村 R）

瀬田川（鹿跳橋付

近）

水環境「石の観察」の

サポート

2名（予定）

§ボランティア参加者の主な感想

   ・子供たちがこれからの人生を歩むステップになる活動だと感じました。

   ・子供たちの環境学習を手伝えているというところにやりがいを感じた
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4. 河川レンジャー勉強会の開催報告 

 令和７年度の河川レンジャー勉強会は、河川レンジャーの要望を踏まえて、瀬田川および野洲

川の各現地で開催しました。 
 

【瀬田川】令和 7年 8月 29日（金） 13時 30分～15時 45分 

① 参加者：琵琶湖河川事務所 5 名 
    河川レンジャー2 名 
    河川レンジャー活動支援室 4 名 （計 11 名） 

② 開催内容：瀬田川の維持管理の取り組み（伐木、堆肥の配布など） 
     瀬田川洗堰の仕組み、平時・出水時の操作 
     洪水浸水想定区域図の見方 
     意見交換 

③ 開催場所：ウォーターステーション琵琶 1 階会議室 
     瀬田川現地 
     琵琶湖河川事務所 1 階会議室、3 階操作室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【野洲川】令和 7年 9月 1日（月）  13時 30分～15時 30分 

① 参加者：琵琶湖河川事務所 3 名 
    野洲市役所 2 名 
    河川レンジャー4 名 
    河川レンジャー活動支援室 3 名 （計 12 名） 

② 開催内容：野洲川の維持管理の取り組み（伐木、堆肥の配布など） 
     野洲川 MIZBE ステーションの進捗状況 
     意見交換 

③ 開催場所：野洲川出張所 1 階和室 
     野洲川現地（野洲川 MIZBE ステーション建設予定地） 
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4.1 （結果）瀬田川の河川レンジャー勉強会 

① 瀬田川の維持管理の取り組み（伐木、堆肥の配布など） 

・ 伐木の無償配布の状況を現地確認し、以下の質疑応答を行った。 
（レンジャーの質問№1）伐木を受け取る方の使用目的は何か。 
   ⇒薪ストーブ、キノコ作りなどに使用されている。 
（レンジャーの質問№2）無償配布の実施日時は決まっているのか。 
   ⇒定期的に琵琶湖河川事務所 HP で公募している。 

 
・ 植生基盤の状況を現地確認し、以下の質疑応答を行った。 

（レンジャーの質問№3）瀬田川の水位管理でヨシの生育促進は可能なのか。 
   ⇒ヨシの生育管理と水位管理の相関性はないと思う。 

 
・ 堆肥の状況を現地確認し、以下の質疑応答を行った。 

（レンジャーの質問№4）堆肥は、いつでも取りに来ることは可能か。 
       ⇒いつでも取りに来てよい。堆肥については、「堆肥証明書」に基づいた品質管理

を行っている。 
 

② 瀬田川洗堰の仕組み、平時・出水時の操作 

・ 堰操作室（琵琶湖河川事務所 3 階）にて操作パネルなどで放流量など状況を確認し、以

下の質疑応答を行った。 
（レンジャーの質問№5）洗堰からの放流量をゼロにすることは可能か。 

       ⇒物理的には可能である。しかしながら、琵琶湖疎水および天ケ瀬ダム発電に放

流量を確保していることから非現実的といえる。 
 

③ 洪水浸水想定区域図の見方 

・ 洪水浸水想定区域の目的や見方を担当者（流域治水課）から説明を受けて、以下の質疑

応答を行った。 
（レンジャーの質問№6）洪水浸水想定区域図において自宅を特定できるか。 

       ⇒現状の洪水浸水想定区域図は白地図をベースとしており、自宅の位置を特定す

ることには対応していない。特定の地域の危険性を確認してもらうことが重要

と考えている。 
 

④ 意見交換 

・ 洪水浸水想定区域図で自宅の位置が分かると見やすいと思う。例えば、AI で画像を重ね

合わせて３D で表現することも可能かと思う。（レンジャー） 
⇒住民の安全啓発のツールになりうるため、３Ｄでの可視化に必要なデータを提供で

きればと思う。（琵琶湖河川事務所） 
・ 植生基盤の外来種駆除に協力してもらえる人を集めるには、どのような工夫が必要なの

か。（琵琶湖河川事務所） 
⇒まずは琵琶湖河川事務所として改善策や効果を住民に提示することが重要 と思う。

その結果、想いがある人は行動するきっかけになるし、その部分でレンジャーが協力

することは可能といえる。（レンジャー） 
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4.2 （結果）野洲川の河川レンジャー勉強会 

① 野洲川 MIZBEステーションの進捗状況 

・ 野洲川 MIZBE ステーションの上面整備の進捗状況、9/21 社会実験イベントの概要を担

当者（野洲市）から説明を受けて、以下の質疑応答を行った。 
（レンジャーの質問№1）水防センターの管理者は指定管理なのか。 

       ⇒おそらく指定管理者で運営すると思う。 
（レンジャーの質問№2）水辺にアクセスしやすいようになるのか。 

       ⇒緩傾斜護岸を整備予定である。イメージとしては中州親水公園のような整備に

なると思う。 
（レンジャーの質問№3）グラウンドは高専のために整備されるのか。 

       ⇒基本的には一般利用者向けに整備予定である。 
（レンジャーの質問№4）トイレは整備されるのか。 

       ⇒水防センター、その他敷地内に数か所を整備予定である。 
（レンジャーの質問№5）9/21 社会実験イベント以降も定期的にイベント開催を実施さ

れるのか。 
       ⇒工事に支障のない範囲でイベントを開催できればと思う。 

（レンジャーの質問№6）R10 年度の完成までに暫定供用はあるのか。 
       ⇒現時点において暫定供用を行う予定はない。 

 
② 野洲川の維持管理の取り組み（伐木、堆肥の配布など） 

・ 堆肥の無償配布状況を現地確認し、以下の質疑応答を行った。 
（レンジャーの質問№7）どのような手順で堆肥を作製しているのか。 

       ⇒堤防除草で発生した刈草を全て堆肥にしている。堆肥の作製にあたっては、水

で攪拌し、現地で保管している。堆肥検査を行い品質の確保を行っている。 
（レンジャーの質問№8）堆肥は、いつでも取りに来ることは可能か。 

       ⇒第 2・4 の水曜日に配布している。 
伐木の無償配布の状況を現地確認し、以下の質疑応答を行った。 

（レンジャーの質問№9）伐採木は、いつも在庫があるのか。 
       ⇒現在の伐採木は、R 元年度～R5 年度の緊急５か年対策で発生したものである。

伐採木を受け取る方の利用目的は、主に薪である。 
 

③ 意見交換 

・ 河川ゴミで主に困っている箇所は、川田大橋～新庄大橋の区間である。（河川事務所） 
⇒河川レンジャーの清掃活動で何か協力できる部分あるかと思う。（河川レンジャー） 

・ 樹木の踏み倒しは今後も実施されるのか。（河川レンジャー） 
⇒踏み倒しについては、令和元年度以降に毎年実施している。令和 7 年度以降も継続的

に実施予定である。（河川事務所） 
・ 新庄大橋の上流でアユの産卵床に関するイベントを 11 月頃に実施予定である。（河川事

務所） 
・ 野洲川において貴重植物の移植を検討しており、河川レンジャー活動と連携できればと

考えている。（河川事務所） 
・ 洪水浸水想定区域図について、ホームページで公表されている画像の切り抜きを河川レ

ンジャー個人の SNS にアップしてもよいか。（河川レンジャー） 
⇒切り抜き画像を加工せずアップする場合に限ると思う。         以上 
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5. 琵琶湖河川レンジャーレポート vol.５６発行 

 
河川レンジャーの主な活動をとりまとめた河川レンジャーレポートを発行しました。 

河川レンジャーレポート５６号 

  
 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度 河川レンジャー活動状況 

（2025年 9月時点） 
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資料－2 





2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

氏 名： 根木山 恒平 

作成日： ２０２５年１０月１０日 

年間活動計画 結果 

実施目的 （ビジョン） 

 野洲川の下流部から上流部（直轄区間）にかけて、住民が野洲川を利用する機会を増やし、また、

ごみ拾いや幼木伐採、除草作業などの維持管理作業に住民が協力している状況を目指します。野洲

川の自然環境が、住民の生活の質を高める地域資源として前向きにとらえられ、野洲川の維持管理

に率先して参加する住民が増えることを目指します。 

（ミッション） 

川と人、住民と行政のつなぎ役として、野洲川で活動しようとする住民、および住民団体（自治会

や住民グループ）、さらに、守山市、野洲市、栗東市などの地方自治体、および、野洲川の河川管

理者との結節点となれるように活動します。それぞれの立場を理解することに努め、全体として、

河川での住民活動や河川管理行為がうまく進むように取り組みます。 

活動計画の

内容と途中

経過 

１．野洲川上流部（栗東市域）での活動 

左岸高水敷にて栗東市が占用する野洲川

運動公園に隣接する低水路にて、住民が参

加できる川遊びの機会を、初夏前の暑さが

まだ程よい時期に実施することで、参加者

定員を前年度よりも増やして実施します。

また、他の河川レンジャーとも適宜連携を

はかり、住民や行政、企業が参加する清掃

活動の場づくりに参画します。 

◎２０２５年６月頃 川遊び

◎時期未定 住民、行政、企業が連携する

清掃活動の実施に参画

１．野洲川上流部（栗東市域）での活動 

≪住民参加の水辺利用活動の試行≫ 

○6月23日（月）

【内容】

実施に向けて栗東市域の低水路の現地下見 

２．野洲川中流部（野洲市域）での活動 

野洲市MIZBEステーションかわまちづくり

協議会の中に組織される住民（団体）も参

加する実行委員会による、野洲川での活動

の計画や実施に伴走し、サポートしていき

たいと思います。 

（令和７年２月に実行委員会が発足予定

で、３月に一度、議論の内容を共有させて

もらうつもりです。実行委員会での議論の

内容を踏まえ、４月以降の活動を行いたい

と考えています。） 

◎時期未定 野洲市MIZBEステーションか

わまちづくり協議会・実行委員会による

野洲川での活動

２．野洲川中流部（野洲市域）での活動 

≪野洲市 MIZBE ステーションかわまちづくり協

議会による活動支援≫ 

○4月14日（月）

【内容】協議会に参加している住民の方との情

報･意見交換 

○6月10日（火）

【内容】琵琶湖河川事務所担当課より協議会の

情報提供を受ける 

○7月8日（火）

【内容】野洲市役所担当課へ連絡し、9月に予定

されている社会実験イベントの情報交

換（9月21日（日）に実施の旨を確認） 

○7月10日（木）

【内容】野洲市役所担当課を訪問し、委託業者も

交えて打合せ 

○8月5日（火）

【内容】野洲市役所より社会実験イベント企画

書の情報提供を受ける 

（テーマ）  野洲川の川守をつなぐ 
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○8月25日（月） 

【内容】野洲市役所、委託業者と現地下見を実施 

〇9月17日（水） 

【内容】現地下見 

〇9月20日（土） 

【内容】現地下見の上活動プラン作成 

〇9月21日（日） 

【内容】社会実験イベント当日（川のプログラム

を運営担当）参加者6組20名 

    野村レンジャー、支援室、出張所、琵琶

湖河川事務所のご協力いただく 

３．野洲川下流部（守山市域）での活動 

これまでの活動成果を踏まえ、従来からつ

ながりのある教育機関、住民グループへの

支援を必要に応じて行います。 

河川管理者による河道掘削工事などにあ

わせた貴重植物の保全活動や、幼木再繁茂

対策について、住民活動とのコーディネー

トをしたいと思います。 

また、今後は特に「野洲川での清掃活動の

ための住民グループを新たに立ち上げ、年

２回ほどの清掃活動を行いたい」という住

民の方があるため、必要に応じて、サポー

トしていきたいと考えています。 

 

◎４月 清掃活動を行う住民グループの

第１回の活動（小規模）支援 

◎５～７月 中洲こども園支援（未確定） 

◎５～６月 清掃活動を行う住民グルー

プのための運営支援（河川管理者との調

整や資金調達など） 

◎８～９月 住民グループによる川遊び

支援 

◎年２回  清掃活動（河川管理者とも調

整の上で計画） 

◎１０月頃 貴重植物の保全活動（河川管

理者とも調整の上で計画） 

◎冬場   幼木再繁茂対策 

 

 

≪清掃活動を行う住民グループの活動支援≫ 

◎野洲川クリーン活動（住民活動）支援 

 野洲川での清掃活動を行う新たな住民グルー

プの立ち上げを目指す住民へのサポート支援 

 （昨年度より継続） 

○4月5日･7日･8日 

【内容】当該住民と連絡調整、結果を事務局へ 

    共有 

○4月10日（木） 

【内容】当該住民、野洲川出張所と現地確認お 

よび打合せ 

○4月13日（日）9：00～12：00 

【内容】 

当該住民による事前募集を行った地域住民対 

象の野洲川クリーン活動 

【場所】 

野洲川河口部付近、中洲大橋歩道 

【参加】大人5名 子ども1名 

○4月14日（月） 

【内容】収拾したゴミを守山市環境センターへ 

持ち込み（20㌔） 

〇8月1日（金） 

【内容】住民と河川管理者と一緒に情報交換 

 

 

≪中洲こども園 研修会・川遊び支援≫ 

○5月28日（水）13:00～17:00 

 先生向け研修会 

【内容】 

 園児の川遊び体験に向けた河川活動における

安全管理研修（座学・体験実習） 

【参加】 教職員8名 

○7月4日（金）8:30～12:00 

 園児の川遊び体験 

【内容】 

 園児（5歳児）の川遊び体験 

【参加】 教職員4名 看護師1名  

     保護者ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 6名 園児24名 
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○7月14日（月）8:30～12:00 

 園児の川遊び体験 

【内容】 

 園児（5歳児）の川遊び体験 

【参加】 教職員4名 看護師1名  

     保護者ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 4名 園児24名 

〇9月5日（金） 

【内容】職員、保護者のアンケート回収 

 

 

≪住民グループによる河川利用活動の支援≫ 

○4月19日（土）10:00～15:00 

 なかす野洲川たんけん隊活動支援 

【なかす野洲川たんけん隊活動支援 

【内容】 

 昨年度までに野洲川で伐採された樹木をつ

かった煮炊きの活動 

【参加】 大人6名 子ども10名 

○6月22日（日）8:30～15:00 

 なかす野洲川たんけん隊活動支援 

【内容】 

 E ボートで野洲川中洲親水公園から野洲川河

口部（琵琶湖）までを往復 

【参加】 大人9名 子ども9名 

○7月6日（日）9:00～13:00 

なかす野洲川たんけん隊活動支援 

【内容】 

 川遊び体験活動支援 

【参加】 大人9名 子ども12名 

○8月17日（日）8:30～12:00 

なかす野洲川たんけん隊活動支援 

「川遊びオープンデイ（一般参加型）」 

【内容】 

 川遊び体験活動支援 

【参加】 大人48名 子ども51名 

末吉レンジャーに協力いただいた 

活動を通し

て得られた

成果および

課題等 

◆上流部での活動は計画よりも遅れています。 

 

◆中流部での活動は、野洲市による社会実験イベント（９月）に運営参加することができました。 

 今後、次年度に向けて、関係者の皆様との情報、意見交換をはかります。 

 野村レンジャーと協力して、中主地区の住民の意見聴取を行う予定です（１１月頃）。 

 

◆下流部での活動は、 

 ・新たに住民による清掃活動の支援を断続的に行っています。河川管理者との情報交換の機会も

もつことができました。団体を設立され、守山市役所による市民活動助成金に採択されたそう

です。 

 ・こども園の川遊びを支援することができました。園長先生が異動になられましたが、うまく継

続することができました。 

 ・住民グループによる活動を支援しています。８月の川遊びには、一般住民を含め９９名の方々

が参加されました。 
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◆承認時の年間活動計画における工程計画 

 

工程計画  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

１．野洲川上

流部（栗東市

域） 

準
備 

準
備 

川
遊
び 

   

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

   

２．野洲川中

流部（野洲市

域） 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

実
施
（
未
定
） 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

３．野洲川下

流部（守山市

域） 

清
掃
活
動 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

 

 

講
習 

川
遊
び
支
援 

川
遊
び
支
援 

川
遊
び
支
援 

川
遊
び
支
援 

貴
重
植
物
保
全 

  

幼
木
再
繁
茂
対
策 

  

 

 

 

◆承認後の年間活動計画における工程計画（承認時）に対して、これまでの活動実績及び今後の活動予定 

 

工程計画  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

１．野洲川上

流部（栗東市

域） 

  

現
地
下
見 

         

２．野洲川中

流部（野洲市

域） 

連
絡
調
整 

 

連
絡
調
整 

打
合
せ 

現
地
下
見 

実
施 

連
絡
調
整 

  

連
絡
調
整 

連
絡
調
整 

 

３．野洲川下

流部（守山市

域） 

清
掃
活
動 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

運
営
支
援 

 

 

講
習 

川
遊
び
支
援 

川
遊
び
支
援 

川
遊
び
支
援 

川
遊
び
支
援 

   

幼
木
再
繁
茂
対
策 

  

※青文字黄色背景および黄色背景空白箇所は、変更部分 

以上 
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                                  氏 名： 水上 幸夫 

                                  作成日： ２０２５年１０月１０日 

 年間活動計画 結果 

実施目的 野洲川の河川環境を大切にし、住民の主体のもと、住民・企業・行政と連携して、川を知り、川

を活かした活力ある地域づくりの実現を図るため、川を軸にした地域活動としての「川づくり」の

活動を行う。 

（ビジョン） 

 ① 野洲川が多くの人々の活動場所となる。 

 ② 住民が川づくりに参加できるような仕組みができる。 

 ③ 住民と行政がともに考える川づくりの仕組みができる。 

 ④ 最終的には住民主体となった住民参加の川づくりが実現する。 

（ミッション） 

 サブテーマとして２つのテーマで活動 

 ① 地域住民参加の川づくり 

 ② 企業参加の川づくり 

◆ミッション達成のための具体的な川づくりのテーマ 

① 緑化・美化活動を軸とした環境改善（環境保全） 

② いろんな世代の人達が川にふれ親しむきっかけをつくる。（川の利用） 

③ 植生・水生生物の観察による学習・教育（川を知る）） 

④ 水遊びで水にふれあい、川の恐ろしさを伝える（安全） 

⑤ 水害などから地域を守る（防災） 

⑥ 地域連携 地域・企業・行政と連携した川づくり（地域連携） 

活動計画の

内容と途中

経過 

１．企業、地域住民をつなぐ野洲川清掃活動 

 

野洲川河川清掃（夏季） 

１）実施時期 令和7年6月 

２）参加者・・・約50名予定 

(1)㈱レイマック、なかす野洲川たんけん

隊、自治会 

(2)琵琶湖河川事務所、守山市 

３）内容 

  (1)野洲川河川清掃 

  (2)河川清掃の実施範囲（予定） 

 天満大橋（1.0KP）～稲荷大橋（2.4KP） 

 

野洲川河川清掃（秋季） 

１）実施時期  令和7年10月中旬 

２）参加者・・・約100名予定 

  (1)㈱レイマック、なかす野洲川たんけん

隊、立命館守山中学校、自治会、地域

住民 

  (2)琵琶湖河川事務所、守山市 

３）内容 

  第１部 

  (1)野洲川河川清掃 

  (2)河川清掃の実施範囲（予定） 

天満大橋（1.0KP）～稲荷大橋（2.4KP） 

  第２部 

1．企業、地域住民をつなぐ野洲川清掃活動 

 

≪野洲川河川清掃（夏季）≫ 

○4月25日（金） 

【内容】琵琶湖河川事務所と実施計画について

打合せ 

○5月9日（金） 

【内容】(株)レイマック［地元企業］と実施計

画について打合せ 

○5月31日（土）9:00～10:30 

【内容】 

 野洲川下流域（守山市域）左岸の河川清掃 

○清掃範囲： 

天満大橋（1.0KP）～稲荷大橋（2.4KP） 

 

【参加】 40名 

     (株)レイマック［地元企業］ 

     守山市 

     河川レンジャー活動サポートボラン

ティア 

琵琶湖河川事務所 

 

≪野洲川河川清掃（秋季）≫ 

○8月28日（木） 

【内容】(株)レイマック［地元企業］と実施計

画について打合せ 

（テーマ）  住民と行政がともに考える川づくり 
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中洲親水公園（あめんぼう）を利用した

イベント（予定） 

  (1)野洲川の生き物調査 

    (2)防災カマドによる非常炊き出し体験 

 

野洲川上流河川清掃 

令和６年度新たに実施した野洲川上流河川清掃

を継続して行う。 

１）実施時期：令和７年11月中旬 

２）参加者・・・約２０名予定 

  (1)中国塗料(株)、(株)ヒラカワ 

  (2)琵琶湖河川事務所、栗東市 

３）内容 

  野洲川上流域（栗東市域）左岸の河川清掃 

(1)河川清掃の実施範囲（予定） 

野洲川左岸 野洲大橋直下流付近 

○9月26日（金） 

【内容】琵琶湖河川事務所と実施計画について

打合せ 

○9月29日（月） 

【内容】野洲川での清掃活動を行う新たな住民

グループの立ち上げを目指す住民と実施計画に

ついて打合せ 

 

 

≪野洲川上流河川清掃≫ 

○6月13日（金） 

【内容】琵琶湖河川事務所と実施計画について

打合せ 

２．水害などから地域を守る（防災） 

  防災カマドを使った非常炊き出し体験 

水害などから地域を守る活動として「防災

カマドを使った非常炊き出し体験」を南郷

小学校と行政を繋ぐ防災啓発活動として

実施する 

１）実施時期：令和7年12月初旬  

２）参加者・・・約90名(予定) 

  (1)南郷小学校  

4年生・4年担任の先生・保護者 

  (2)瀬田川近隣の住民 

  (3)琵琶湖河川事務所 

  ※瀬田川で活動している野村レンジャーと

連携して実施する事を考えている。 

2．水害などから地域を守る（防災） 

 

○7月25日（金） 

【内容】野村河川レンジャーと連携による実施

について打合せ 

○7月31日（木） 

【内容】南郷小学校 4 年担当教諭と実施計画に

ついて打合せ 

３．野洲川河口部ヨシ帯モニタリング調査 

琵琶湖河川事務所が主催で行う「野洲川河

口部ヨシ帯モニタリング調査」について行

政と立命館守山中学校とをつなぐ活動を

行う 

   野洲川河口部ヨシ帯モニタリング調査 

 

 主催  琵琶湖河川事務所 

１）実施時期 

  実施日時 5月16日(木) 9時～12時   

２）参加者 

    立命館守山中学校 

    琵琶湖河川事務所 流域治水課 

    水上河川レンジャー 

３）内容 

 (1)野洲川河口部ヨシ帯モニタリング調査 

      魚類調査 

 

 

 

 事前説明会 

「令和７年度野洲川河口部ヨシ帯モニタリン

グ調査」事前説明会 

3．野洲川河口部ヨシ帯モニタリング調査 

 

○4月18日（金） 

【内容】琵琶湖河川事務所と打合せ 

    ・水上Rへ協力依頼と実施概要の共有 

○4月21日（月） 

【内容】立命館守山中学校と打合せ 

 

≪事前説明会≫ 

○5月13日（火）16:00～17:00 

【内容】 

 5月 16日(金)に予定している調査に向けた事

前説明 

1)野洲川河口部ヨシ帯再生事業について 

2)野洲川河口部モニタリング調査につい     

て 

①これまでのモニタリング調査の経緯 

②今年度の調査概要 

 

【参加】 教員2名 生徒15名 

     琵琶湖河川事務所 
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2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

１）実施時期 

   日時 5月13日(火) 16時～17時 

２）実施内容 

 (1)「野洲川河口部ヨシ帯整備」とこれまでに

実施してきたモニタリング調査について

説明 

(2)5 月 16 日に実施する野洲川河口部ヨシ帯

モニタリング調査について説明 

  ①魚類調査 

 

 

≪モニタリング調査≫ 

○5月16日（木）9:00～12:00 

【内容】 

 モニタリング本調査 

1)ヨシ帯内部の魚類生息調査 

 

【参加】 教員2名 生徒15名 

     琵琶湖河川事務所 

 

○6月26日（木） 

【内容】琵琶湖河川事務所と今後の連携実施に

ついて打合せ 

活動を通し

て得られた

成果および

課題等 

・野洲川下流の河川清掃（夏）は今年度も継続して実施できた。（活動の継続） 

 

・南郷小学校での「防災かまどによる非常炊き出し体験」については野村レンジャーの「浸水歩行 

体験」の活動と連携して防災啓発活動として実施する方向で南郷小学校及び野村レンジャーと調 

整ができた。（河川レンジャーとの連携による活動の充実） 
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2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

◆承認時の年間活動計画における工程計画 

 

工程計画  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

企業･地域

住民が川

づくりに

主体的参

加できる

よう仕組

みづくり 

野
洲
川
下
流
河
川
清
掃
（
夏
季
））
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
下
流
河
川
清
掃
（
夏
季
））
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
下
流
河
川
清
掃(

夏
季)

活
動
実
施 

 

野
洲
川
河
川
清
掃
（
秋
季
））
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
河
川
清
掃
（
秋
季
））
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
河
川
清
掃
（
秋
季
）
活
動
実
施 

南
郷
小
学
校
で
防
災
カ
マ
ド
を
使
っ
た
非
常
炊
き
出
し
体
験 

野
洲
川
（
上
流
域
）
河
川
清
掃
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
（
上
流
域
）
河
川
清
掃
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
（
上
流
域
）
河
川
清
掃
活
動
実
施 

次
年
度
活
動
計
画
の
打
ち
合
わ
せ
・
調
整 

令
和
７
年
度
の
活
動
の
と
り
ま
と
め 

 

 

 

◆承認後の年間活動計画における工程計画（承認時）に対して、これまでの活動実績及び今後の活動予定 

工程計画  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

企業･地域

住民が川

づくりに

主体的参

加できる

よう仕組

みづくり 

野
洲
川
下
流
河
川
清
掃
（
夏
季
））
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
下
流
河
川
清
掃
（
夏
季
））
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
下
流
河
川
清
掃(

夏
季)

活
動
実
施 

 

野
洲
川
河
川
清
掃
（
秋
季
））
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
河
川
清
掃
（
秋
季
））
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
河
川
清
掃
（
秋
季
）
活
動
実
施 

南
郷
小
学
校
で
防
災
カ
マ
ド
を
使
っ
た
非
常
炊
き
出
し
体
験 

野
洲
川
（
上
流
域
）
河
川
清
掃
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
（
上
流
域
）
河
川
清
掃
に
つ
い
て
関
係
者
と
調
整 

野
洲
川
（
上
流
域
）
河
川
清
掃
活
動
実
施 

次
年
度
活
動
計
画
の
打
ち
合
わ
せ
・
調
整 

令
和
７
年
度
の
活
動
の
と
り
ま
と
め 

※青文字黄色背景および黄色背景空白箇所は、変更部分 

以上 
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2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

                                  氏 名： 野村 祐美子 

                                  作成日： ２０２５年１０月１０日 

 年間活動計画 結果 

実施目的 （ビジョン） 

 瀬田川と自分との関わりを実感し、瀬田川に愛着を持つ人を増やす。 

 

（ミッション） 

・地域住民が川の特徴や川に関わる人の働きに気づく機会を作る。 

瀬田川たんけんたい・ワークショップなど 

・住民の川への思いを聴き取り、住民と行政のつなぎ役として活動する。 

活動計画の

内容と途中

経過 

１．瀬田川たんけんたい 

 瀬田川の良さを感じる体験を通して、子ども

たちの川への思いを育てる 

 

 第1回 川の安全講座・洗堰の見学・ 

大雨体験 （6月） 

 第2回 プランクトン観察（8月）   

 第3回 外来魚釣り（9月） 

第4回 鹿跳渓谷 石調べ（11月） 

第5回 冬鳥の観察   （1月） 

第6回 まとめ     （2月） 

 

１．「瀬田川たんけんたい」の活動 

≪広報および参加者募集≫ 

○広報：4月28日（月）～ 

○募集期間：5月19日（月）～6月8日（日） 

○参加者決定：親子20名（抽選） 

 

≪第1回「活動スタート！」≫ 

○6月28日（土）9:00～12:00 

【内容】 

 ・参加メンバー顔合わせ 

・瀬田川および瀬田川洗堰を学ぶ講座 

・防災学習：浸水歩行体験 

・アクア琵琶見学 

 

≪第2回「プランクトンを観察しよう！」≫ 

○8月23日（土）9:00～12:00 

【内容】 

 ・プランクトン観察についてお話 

  （講師：一瀬諭 氏） 

 ・プランクトンの観察 

 ・プランクトンのスケッチとキーホルダー作    

  成 

 

≪第3回「外来魚つり」 

○9月20日（土）9：00～12：00 

【内容】 

 ・琵琶湖の問題についてお話（講師：堀善生氏） 

 ・外来魚駆除事業の説明（講師：県水産試験場

大植宣之氏） 

 ・つり 

 ・外来魚の解剖 

 ・チャネルキャットフィッシュの問題につて 

 

（テーマ）  瀬田川に愛着を持つ人を増やす 
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2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

２．瀬田川を知るワークショップ 

地元の方や行政を講師に、ワークショップを

開催する 

住民の、川でしたいこと・気になることなど

を聴き取る 

 

 ○ふなずしを作ろう（7月）  

 ○植物観察会   （12月） 

 ○貝掻き漁の体験 （3月） 

 

２．瀬田川を知るワークショップ 

①［ふなずしを作ろう］ 

  伝統的な食文化であるふなずし作りを通し

て川と暮らしとのつながりについて考える 

≪広報および参加者募集≫ 

○広報：6月28日（土）～ 

○募集期間：6月28日（土）～7月12日（土） 

○参加者決定：10名（定員/先着順） 

≪実施≫ 

○7月26日（土）9:00～12:30 

【内容】 

 ・滋賀県の食文化「ふなずし」のお話 

 ・ふなずし作り 

【参加】 10名 

３．活動の場で聞き取ったことを行政につなぐ ３．活動の場で聞き取ったことを行政につなぐ 

・自身の活動を通じて出会う方々から様々な

地域のお話を伺い、自身の瀬田川への理解

を深めると共に管理者である行政等へも共

有する 

・共有は、主に月間の活動報告書を通じて行う 

 

○4月7日（月） 

【内容】地域の歴史について瀬田町漁協：吉田氏

へお話を伺う 

○4月28日（月） 

【内容】天ヶ瀬ダム建設による大石地区の移転

について大石学区自治連合会会長岡田

氏にお話を伺う 

○5月19日（月） 

【内容】瀬田川を利用の方、アクア琵琶スタッ

フ、水位観測所点検作業員の方へお話

を伺う 

○6月4日（水） 

【内容】県漁業協同組合連合会理事：松岡氏へ瀬

田川の外来魚についてお話を伺う 

○6月5日（木） 

【内容】県小型船協会副会長：田中氏、おうみ未

来塾：川村氏へ琵琶湖・瀬田川のレジャ

ーの状況についてお話を伺う 

 

４．その他 

○南郷小学校2年生授業への協力 

・学校から WS 琵琶へ 2 年生への授業講師依頼

があり野村Rを紹介 

・野村Rが学校の依頼内容を聞いた結果、了承

され、活動することとなる 

 

４．その他 

≪南郷小学校2年生授業への協力≫ 

○7月25日（土）・8月22日（金） 

【内容】南郷小学校担当教諭と授業内容につい

て打合せ 

○9月4日(木) 

【内容】南郷小学校2年生50名に対し、水のお

もちゃ紹介 

○9月22日（月） 

【内容】南郷小学校で、児童が制作したおもちゃ

の紹介を聞いてアドバイスをする 

10



2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

活動を通し

て得られた

成果および

課題等 

・活動を通して関わる人が増え、川に関わる多様な情報を得られるようになってきている。 

 

・学校などからの依頼に関しては、今後統一された様式などがあればよいと思った。 

 

・今年度、活動のボランティアさんが来てくださり、大変助かっている。活動の目的や意義を理解

していただけるよう努めている。川の活動への参加を継続していただけるようにお願いをした

い。 

 

 

 

◆承認時の年間活動計画における工程計画 

 

工程計画  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

地域住民への

ヒアリング 
○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○  

瀬田川たんけ

んたい活動 

 

参
加
者
募
集 

第
一
回
活
動
（
安
全
講
座
な
ど
） 

 

第
二
回
活
動
（
川
の
ア
ー
ト
） 

第
三
回
活
動
（
外
来
魚
釣
り
） 

 

第
四
回
活
動
（
石
調
べ
） 

 

第
五
回
活
動
（
冬
鳥
の
観
察
） 

第
六
回
活
動
（
ま
と
め
） 

 

ワークショッ

プ 

   

ふ
な
ず
し
つ
く
り 

    

植
物
観
察
会 

  

貝
掻
き
漁
の
体
験 

関係者との 

打合せ 
○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  

行政との共有 

  ○    ○    ○  
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◆承認後の年間活動計画における工程計画（承認時）に対して、これまでの活動実績及び今後の活動予定 

 

工程計画  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

地域住民への

ヒアリング 
○  ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○  

瀬田川たんけ

んたい活動 

 

参
加
者
募
集 

第
一
回
活
動
（
安
全
講
座
な
ど
） 

 

第
二
回
活
動
（
川
の
ア
ー
ト
） 

第
三
回
活
動
（
外
来
魚
釣
り
） 

 

第
四
回
活
動
（
石
調
べ
） 

 
第
五
回
活
動
（
冬
鳥
の
観
察
） 

第
六
回
活
動
（
ま
と
め
） 

 

ワークショッ

プ 

   

ふ
な
ず
し
つ
く
り 

    

植
物
観
察
会 

  

貝
掻
き
漁
の
体
験 

その他 
   ○ ○ ○       

関係者との 

打合せ 
○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  

行政との共有 

  ○    ○    ○  

※青文字黄色背景および黄色背景空白箇所は、変更部分 

以上 

 

 

12



2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

                                  氏 名： 末吉 隆博 

                                  作成日： ２０２５年９月１６日 

 年間活動計画 結果 

実施目的 （ビジョン） 

 地域住民が瀬田川の魅力を再発見し瀬田川と再度関わるきっかけをつくる 

（ミッション） 

 地域住民の声を聞き取り、住民・大学・大学生・企業・河川管理者につなぐ 

活動計画の

内容と途中

経過 

１．行事に参加して地域住民や企業とつながり

意見を聞き出す 

a．地域のイベントに参加する 

b．例えばセミナーや公開授業に参加する 

 

１．行事に参加して地域住民や企業とつながり意

見を聞き出す 

a．地域のイベントに参加 

≪琵琶湖河川事務所「琵琶湖河川ゼミナール」≫ 

○5月19日（月）13:00～16:00 

【内容】 

 大戸川ダム工事事務所との共催での職員・関係

者向け研修会に参加し、必要な知識を得ると共

に他の参加者との交流を通じて活動に活かせ

る情報を収集する 

 

≪野村河川R「瀬田川たんけんたい」≫ 

○6月28日（土）9:00～12:00 

【内容】 

 活動スタッフとして運営の実践を学び、自身が

計画している8月2日の活動広報を行う 

≪野村河川R「ふなずしを作ろう」ワークショップ≫ 

○7月月26日（土）9:00～12:30 

【内容】 

 活動スタッフとして運営の実践を学び、自身が

計画している8月2日の活動広報を行う 

≪琵琶湖河川事務所「水生生物調査(瀬田川)」≫ 

○7月28日（月）9:30～11:30 

【内容】 

 琵琶湖河川事務所主催の催しに参加し、必要な

知識を得ると共に他の参加者との交流を通じ

て活動に活かせる情報を収集する 

≪根木山R「野洲川で川遊び」≫ 

○8月17日（土）9:00～12：00 

【内容】 

 野洲川での催しに参加し、必要な知識を得ると

共に他の参加者との交流を通じて活動に活か

せる情報を収集する 

≪建部大社 船幸祭≫ 

○8月17日（土）15：00～17：00 

【内容】 

 瀬田川が単なる「水の通り道」ではなく、人と

文化、自然を結びつける場として活動に活かせ

る情報を収集する 

 

 

（テーマ）  瀬田川の地域住民とつながる 
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2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

b．セミナーや公開授業に参加 

≪滋賀大学公開授業「湖沼環境学習論」≫ 

【内容】 

 必要な知識を得ると共に教諭や他の参加者と

の交流を通じて活動に活かせる情報を収集す

る 

  ・4月10日･17日･24日 

  ・5月1日･15日･29日 

  ・6月12日･26日 

  ・7月10日･17日 

２．自ら行事を開催し地域住民や企業とつなが

り意見を聞き出す 

  ・ AIを活用し瀬田川の魅力を発信する勉

強会を開催する 

 

 

２．自ら行事を開催し地域住民や企業とつながり

意見を聞き出す 

≪広報及び参加者募集≫ 

○広報：6月28日（土）～ 

○募集期間：6月28日（土）～7月25日（金） 

 

≪みんなでつくろう！  

AI×瀬田川デジタルマップ≫ 

○8月2日（土）10:30～12:00 

【内容】 

“瀬田川の魅力”をテーマに「AI」の使い方を

学び、デジタルマップの作成を実践する 

３．瀬田川の魅力をデジタルマップに作成する ３．瀬田川の魅力をデジタルマップに作成する 

【内容】 

・マイマップにポイントを登録し写真や説明を

追加し魅力を伝える。（限定公開） 

・マイパップからグーグルマップに展開し行き

方や口コミなども確認できる。（公開） 
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2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

４．SNSで瀬田川の魅力を発信する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント募集 

 

 

 

瀬田川MAP 

 

 

 

活動報告 

 

４．SNSで瀬田川の魅力を発信する 

【内容】 

Instagram「renger.setagawa」にて情報を発信 

・4月14日 

  ・5月23日･24日･26日 

  ・7月2日･12日 

 

 
 

 

活動を通し

て得られた

成果および

課題等 

 

■成果 

AI×瀬田川デジタルマップの初期運用開始でき可視化する第一歩が踏み出せた。川遊びイベントで

の安全管理強化のノウハウを蓄積し、また防災マップを活用できる方向性を確認できた。 

 

■課題 

集客不足と活動内容の分かりにくさでは目的や楽しさが十分に伝わらず、分かりやすく発信する工

夫が必要。また参加しやすい仕組みが求められる。 

防災や環境保全の知識を、地域住民や子どもたちにわかりやすく伝える仕組みがまだ不足してい

る。 
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2025年度 琵琶湖河川レンジャー 中間活動報告 

◆承認時の年間活動計画における工程計画 

 

工程計画  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

イベント参加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

   

瀬田川魅力 

発見 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

   

デジタルマッ

プ制作 
○ ○ ○ 

  

○ ○ ○ 

    

SNS/情報発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

   

 

 

 

◆承認後の年間活動計画における工程計画（承認時）に対して、これまでの活動実績及び今後の活動予定 

 

工程計画  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

イベント参加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

     

瀬田川魅力 

発見 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

     

デジタルマッ

プ制作 

 

○ ○ 

 

○ ○ ○ ○ 

 

○ ○ 

 

SNS/情報発信 ○ ○ 

 

○ 

  

○ ○ 

 

○ ○ 

 

※青文字黄色背景および黄色背景空白箇所は、変更部分 

以上 
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河川レンジャー制度運営委員会規約・河川レンジャー活動要領 改正について 

1.河川レンジャー制度運営委員会の規約の改正について 

従来は、委員長及び副委員長の任期について、昨年度までは委員の任期が 1年であったこ

とから、毎年年度初めの委員会で互選により選出していました。 

昨年度の第 72回委員会において、委員の任期が 2年となったことから、委員の任期期間

において職務についていただくことを提案します。 

 
（委員長及び副委員長） 
第７条 委員会には委員長１名、副委員長１名を置くこととする。 

２．委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。 
３．委員長は会務を総括し、委員会を代表する。 
４．副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時は、

副委員長がその職務を代行する。 
５．委員長および副委員長の任期は委員の任期に準じ２年とする。（追加） 

 

2.河川レンジャー活動要領の改正について 

活動支援について、運営委員会は、河川レンジャーマネージャーを支援室職員の中からマ

ネージャーを任命するとしています。本制度の運用当初は、様々な事象を河川レンジャー制

度運営委員会に諮っていたが、現在ではレンジャーマネージャーの役割が明確化し、河川レ

ンジャーの支援体制が確立されていること、制度運営委員会では特段の審議をしていない

現状を鑑み、削除することを提案します。 
 
（活動支援）  
第８条 河川レンジャーの活動を支援するために、河川レンジャー活動支援室（以下「支

援室」という。）をウォーターステーション琵琶内におく。  
２．レンジャーの活動を適正かつ円滑にするために、支援室に河川レンジャーマネ

ージャー（以下「マネージャー」という。）をおく。  
３．運営委員会は、支援室職員の中からマネージャーを任命し、第５項の任務が適

正に行われているかを審査する。  
４．マネージャーの任期は、１年間とする。ただし、再任は妨げない。  
５．マネージャーの任務は、運営委員会が下記に定める。・・・ 

以上 

第 76 回河川レンジャー制度運営委員会（2025.10.30） 
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■第75回 河川レンジャー制度運営委員会（2025.6.23－6.27）議事録 

◆出席：中谷委員、北井委員、平山委員、佐々木委員、加藤委員、柴山委員 

※本会は書面開催のため、委員からのご質問・ご意見に対して事務局が回答して議事録としました。 

 審議項目 発言者 発言要旨 

１．報告 平山 ・資料２ １頁について 

河川レンジャー研修が７月と８月に記載されていますが、連続講座

の様な２回を実施するということですか？もしくは１回開催であ

るが日付が未定ということでしょうか？ 

事務局 ・連続講座的に２回の開催を考えています。 

・後日、詳細の開催報告をさせていただきますが、６月９日（月）に

開催しました「第１回 河川レンジャーと琵琶湖河川事務所職員と

の意見交換会」で交わされました意見等の結果を踏まえ、瀬田川お

よび野洲川をテーマに各１回ずつの開催を企画中です。 

・開催時期は、各レンジャーと事務所担当者の予定を確認中ですが、

下半期の活動にも活かしていただけるよう調整予定です。 

平山 ・資料２ ２頁について 

河川レンジャートライアルと活動サポートボランティアについて、

完全な公募は難しいと思いますので、既存レンジャーの活動の中で

お声がけしていく、ということが現実的かと思います。 

事務局 ・ご助言感謝いたします。 

・河川レンジャーご本人からも含めて、事務局が活動の支援へ赴いた

際には、参加者へ河川レンジャートライアルと活動サポートボラン

ティアのお声かけを行っていきます。 

・また、近隣の大学の「ボランティア説明会」等に事務局と河川レン

ジャーが赴き、ボランティアに興味がある学生に直接説明するなど

する予定です。 

以上 

第76回河川レンジャー制度運営委員会（2025.10.30） 
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河川レンジャー制度運営委員会規約 

 
令和３年８月に策定された淀川水系河川整備計画（変更）では、河川レンジャーは「行政

と住民との間に介在して、住民が河川に関心を持つような活動に取り組むとともに、個別事

業の検討段階における住民意見の聴取や、住民の河川にかかわるニーズの収集を行う」とし

ている。 

琵琶湖河川レンジャーは、さらに住民と住民ならびに住民と行政との連携・協働を国土交

通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所の直轄管理する区域およびその周辺で行うものとする。

河川レンジャー制度運営委員会（旧河川レンジャーアドバイザー委員会）は、琵琶湖河川レ

ンジャーと連携し、琵琶湖河川事務所の積極的な支援に基づいてその制度を運営する。 

 

（名称） 

第１条  本委員会は「河川レンジャー制度運営委員会」（以下「委員会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条  本委員会は、河川レンジャー制度の発展に寄与することを目的とし、その制の運用の検

討、琵琶湖河川レンジャー（以下「河川レンジャー」という。）の任用、河川レンジャー

の活動等にかかる審査等を行う。 

 

（委員の責務） 

第３条  河川レンジャー制度運営委員会委員（以下「委員」という。）は、前条の目的に基

づき河川レンジャー制度が適切に運用されるよう努めるものとする。 

 

（審議事項） 

第４条   委員会は、以下に掲げる項目に関して議決する。 

（１）河川レンジャーの任命及び解任 

（２）河川レンジャー活動要領に関する事項 

（３）その他委員会が必要と認めた事項 

２．委員会は、以下に掲げる項目に関して検討する。 

（１）河川レンジャー制度の運用に関する事項 

（２）河川レンジャーの育成及び活動 

（３）その他委員会が必要と認めた事項 
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（組織等） 

第５条   委員会は１０名以内の委員で構成する。 

２．委員会の構成委員については、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所長が

次の各号に掲げる者から委嘱する。 

（１）学識経験者            ３名程度 

（２）住民               ５名程度 

（３）行政関係者（河川管理者）     ２名程度 

 
（任期） 
第６条  委員の任期は委嘱された日から２年間とする。但し、再任を妨げない。 

２．委員は正当な理由を有する時は、委員会の同意を得て辞任することができる。 
 
（委員長及び副委員長） 
第７条  委員会には委員長１名、副委員長１名を置くこととする。 

２．委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。 
３．委員長は会務を総括し、委員会を代表する。 
４．副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時は、副

委員長がその職務を代行する。 
 
（委員会） 
第８条  委員会は委員長が招集し、これを運営する。 

２．委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。 
３．委員会の議長は、委員長がつとめる。 
４．委員会は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴くことができる。 

 
（議事） 
第９条  委員会の表決は出席委員の過半数をもって行う。なお、可否同数の場合は議長が

これを決定する。 
２． 前項の場合においては、議長は委員として表決に加わることができない。 

 
（委員会の公開） 
第１０条 委員会は公開を原則とし、その公開方法については委員会で定めるものとする。 
 
（事務局） 
第１１条 委員会の事務局は水のめぐみ館ウォーターステーション琵琶（滋賀県大津市黒津

４−２−２）内に置く。 



3 
 

（規約の改正） 
第１２条 本規約の改正は、委員総数の過半数をもってこれを行うものとする。 
 
（雑則） 
第１３条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って

これを定める。 
 
 
附則 
（施行期日） 
この規約は、平成１８年４月６日から施行する。 
改正 平成２０年１月１８日 

平成２１年６月２２日 
平成２２年１月２０日 
平成２８年３月７日 
令和６年３月６日 
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琵琶湖河川レンジャー活動要領 

 
（趣旨） 

第１条   この活動要領は、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所が管轄する区域及び

その周辺において活動する琵琶湖河川レンジャー（以下「河川レンジャー」という）

の役割と活動要領について定めるものである。 

 

（定義） 

第２条   令和３年８月に策定された淀川水系河川整備計画（変更）では、河川レンジャーは

「行政と住民との間に介在して、住民が河川に関心を持つような活動に取り組むとと

もに、個別事業の検討段階における住民意見の聴取や、住民の河川にかかわるニーズ

の収集を行う」としている。 

琵琶湖河川レンジャーは、さらに住民と住民ならびに住民と行政との連携・協働を

琵琶湖河川事務所の直轄管理する区域及びその周辺で行うものとする。 

 

（責務） 

第３条   河川レンジャーは、第２条に規定した活動を自発的に行う有識者であり、河川レン

ジャーの制度が適正に運用されるようにつとめるものとする。なお、河川レンジャー

の活動は、個人や特定の団体の活動と区別されなければならない。 

 

（活動拠点） 

第４条   河川レンジャーの活動拠点は、水のめぐみ館ウォーターステーション琵琶（滋賀県

大津市黒津４−２−２）とする。 

 

（任命及び解任） 

第５条   河川レンジャーは、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。 

（１）河川レンジャー制度運営委員会（以下「運営委員会」という。）の審査を経て、同委

員会から任命されること。 

（２）「河川レンジャー活動の理念・あるべき姿」を遵守すること。 

（３）成年であること。 

２  河川レンジャーがやむを得ない理由により、辞任を申し出た時は、運営委員会はこれ

を審議して解任することができる。 

３  第１０条に定める年度報告の審査の結果、活動内容の妥当性が認められなかった場合

には、運営委員会は河川レンジャーを解任することができる。 
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４  次の各号に掲げる内容のいずれかに該当する時は、運営委員会はこれを審議して河川

レンジャーを解任するものとする。 

（１）河川レンジャー制度の信頼を著しく失墜する行為をおこなったとき。 

（２）活動の意志がないと認められるとき。 

（３）公序良俗に反する行為があったとき。 

（４）心身故障のため、活動の執行に堪えないとき。 

（５）活動中において宗教活動、政治活動、営利活動を行ったとき。 

（６）法令に違反する行為があったとき。 

（７）その他本活動要領に違反したとき。 

 

（活動休止及び再開） 

第６条   河川レンジャーがやむを得ない理由により、長期間にわたり活動を休止する場合、

または活動を再開する場合は、運営委員会の承認を得るものとする。 

 

（任期） 

第７条   河川レンジャーの任期は、任命された日から当該翌年度の３月３１日までとする。

ただし、再任は妨げない。 

 

（活動支援） 

第８条   河川レンジャーの活動を支援するために、河川レンジャー活動支援室（以下「支援室」

という。）をウォーターステーション琵琶内におく。 

２  レンジャーの活動を適正かつ円滑にするために、支援室に河川レンジャーマネージ

ャー（以下「マネージャー」という。）をおく。 

３  運営委員会は、支援室職員の中からマネージャーを任命し、第５項の任務が適正に行

われているかを審査する。 

４  マネージャーの任期は、１年間とする。ただし、再任は妨げない。 

５  マネージャーの任務は、運営委員会が下記に定める。 

（１）河川レンジャーミーティング（以下「ミーティング」という。）等の河川レンジャー

が主体となる各種会議、活動行事等の日程調整 

（２）ミーティングの司会・進行、議事録作成 

（３）河川レンジャーが運営委員会に提出する活動計画書や活動報告の作成、その他活動

の実施にあたっての助言等 

（４）河川レンジャー活動成果のとりまとめとその広報 

（５）河川での様々な住民及び行政の活動に関する各種情報を河川レンジャーへ提供 

（６）運営委員会に対する河川レンジャーからの河川レンジャー活動に関する要望、およ

び河川レンジャー制度に関する意見具申の内容整理と手続きを行う。 

（７）河川レンジャーの活動に対するマスメディア等からの取材受付 

（８）その他レンジャー活動の支援に関する事項 
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第９条   河川レンジャーの活動を継続的に実施するため、河川レンジャーの中に河川レンジ

ャーチーフを置くことができる。 

２ 河川レンジャーチーフは、河川レンジャーとしての経験等を考慮して運営委員会が任

命する。 

３ 河川レンジャーチーフの任期は、任命された日から河川レンジャーの任期終了までと

する。ただし、再任は妨げない。 

４ 河川レンジャーチーフに任務は、運営委員会が下記に定める。 

（１）琵琶湖河川レンジャーのまとめ役として各主体との連絡・調整 

（２）河川レンジャーの方向性の確認 

（３）退任する河川レンジャーの情報の引継ぎ 

（４）その他河川レンジャーの活動の継続性を持たせるための活動 

５ 河川レンジャーチーフに任命された河川レンジャーの活動計画及び活動報告には前項

の内容を含むものとする。 

 

（活動計画） 

第１０条  河川レンジャーは、任命後速やかに任期内の活動計画を作成し、運営委員会の承認

を得て活動を行うものとする。なお、活動計画を大きく変更するときは、速やかに計

画変更書を運営委員会に提出し、同委員会の承認を得なければならない。 

 

（活動報告） 

第１１条  河川レンジャーは、活動の内容、経過及び結果を運営委員会に報告し、承認を得る

ものとする。 

２ 河川レンジャーは、第１項の活動報告を原則として毎月提出するものとする。 

３ 河川レンジャーは、任期中の各年度末に、当該年度活動内容の報告を運営委員会に対

して行い、活動内容の審査を受けるものとする。 

 

（研修） 

第１２条  河川レンジャーは、運営委員会に対して、活動資質を高めるための研修講座の開講

を要請することができるものとする。 

 

（謝金等） 

第１３条  河川レンジャーへの謝金は月払いとし、適正な活動内容に対して支給するものとす

る。 

２ 河川レンジャーの活動及びその報告に要する経費は謝金の中に含まれるものとする。

なお、活動報告に要する交通費は別途支給するものとする。 

３ 河川レンジャーの謝金額は別途定める。 
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（保険の加入） 

第１４条  運営委員会は、河川レンジャーが、活動計画に基づく活動を行うに当たっては、事

前に、傷害保険等に加入する。 

２ 前項の保険への加入及び保険履行等の手続きは、レンジャー活動支援室がこれを行う。 

 

（活動要領の改正） 

第１５条  本活動要領の改正は、運営委員会規約第４条第２項に基づいてこれを行うものとす

る。 

 

 

附則 

この活動要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

改正 平成２７年３月１０日 

改正 令和６年３月６日 



河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動

の
理

念
・
あ
る
べ
き
姿
の
位
置
づ
け

■
淀

川
水

系
河

川
整
備
計
画
（
平
成
２
１
年
３
月

策
定
）

河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
行
政
と
住
民
と
の
間
に
介

在
し
て
、
住

民
が

河
川

に
関

心
を
持
つ
よ
う
な
活
動
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
個
別
事
業
の
検
討
段
階
に
お
け
る
住
民
意
見
の
聴
取
や
、
住

民
の

河
川

に
か

か
わ
る
ニ
ー
ズ
の
収
集
を
行
う
。
当
面

は
、
河
川

に
か

か
る
環
境

学
習
等

の
文
化
活
動
や
動
植
物
の
保
護
活
動
、
河
川
利
用
者
へ
の
安
全
指
導
等
の
活
動
を
試
行
す
る
。

ま
た
河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
自
ら
が
住
民
と
行
政
を
つ
な
ぐ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
試

行
も
含
め
て
活

動
の

充
実
を
図
る
。
将
来
的
に
は
、
地
域
住
民
と
河
川
管
理
者
と
が
連
携
し
な
が
ら
河
川
整
備

を
進

め
て
い
く
上

で
、
住
民
と
河
川
管
理
者
と
の
橋

渡
し
役

と
な
る
こ
と
も
期
待

さ
れ
る
。

■
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度

(現
状

)
○

河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
運
営

委
員
会

規
約

・
前

文
（
抜

粋
）

琵
琶

湖
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー

は
、
さ
ら
に
住

民
と
住
民
な
ら

び
に
住

民
と
行

政
と
の
連
携
・

協
働
を
国

土
交
通
省
近
畿
地

方
整
備

局
琵

琶
湖
河
川
事
務

所
の
直

轄
管

理
す
る
区
域
お

よ
び
そ
の

周
辺

で
行
う
も
の
と

す
る
。

 ・
名

称
、
目

的
、
委

員
の
責
務
、

審
議
事

項
、
組

織
等
、
任
期
、

委
員
長
・
副

委
員

長
、
委
員
会
、

議
事
、
委

員
会

の
公
開
、
事
務

局
、
規

約
の

改
正

、
雑
則

○
琵

琶
湖

河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
活

動
要
領

 ・
趣

旨
、
定

義
、
責

務
、
活
動
拠

点
、
任

命
及

び
解
任
、
活
動
休

止
及
び
再

開
、
任

期
、
活
動
支

援
、
活

動
計

画
、
活
動
報
告
、

研
修
、
謝

金
等
、
保
険
の
加
入
、

活
動
要

領
の

改
正

■
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制

度
運

営
委

員
会

 委
員

会
レ
ビ
ュ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ

 「
今
後
の
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
及
び
委
員
会
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
・
抜
粋
）
」

（
1）

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
あ
る
べ
き
姿

イ
）
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
の
あ
る
べ
き
原
点
は
、
住

民
の

河
川

と
の
生
活
の
関
わ
り
の
中
か

ら
醸

成
さ
れ
て
き
た
住
民
の
真
の
知
恵
を
聴
取
し
、
こ
の

住
民
意
見
を
新
た
な
川
づ
く
り
の

河
川

整
備
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
大
き
な
志
を
抱
く
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
旨
と
す

る
。

ロ
）
「
つ
な
ぐ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
二
つ
の
本
質
的
な
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
、
河
川
に
関
わ
る

住
民
の
真
の
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
の
、
住

民
と
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
の
間
の
「
つ
な
ぐ
」
で

あ
る
。
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
こ
の
「
つ
な
ぐ
」
を
達
成
す
る
た
め
に
、
住

民
の

意
見

を
極

め
て
公

平
に
掘
り
下
げ
て
聴
取
で
き
る
よ
う
、
な
ん
ぴ
と
の

利
益
行
動
に
も
左
右
さ
れ
ず
に
日

常
か
ら
思
想
と
信
条
に
関
す
る
倫
理
獲
得
に
努
め
、
住
民
個
人
あ
る
い
は
住
民
組
織
と
接

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
め
は
、
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
河

川
管

理
者
と
の
間
の

「
つ
な
ぐ
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
か
ら
の

住
民

と
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
の
間

の
「
つ
な
ぐ
」
結
果
の
河
川
管
理
者
へ
の
報
告
過
程
で
あ
る
。
河
川
管
理
者
は
、
河
川
整
備

を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
住
民
と
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
の
間
の
「
つ
な
ぐ
」
と
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
と

河
川
管
理
者
と
の
間
の
「
つ
な
ぐ
」
の
二
つ
の
「
つ
な
ぐ
」
を
施
策
に
十
分
に
生
か
し
反
映
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
）
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
の
理
念
、
あ
る
べ
き
姿
を
明
文
化
し
、
委
員
会
委
員
な
ら
び
に
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
が

活
動
目
的
の
本
質
を
認
識
し
て
、
こ
れ
の
共
有
を
図
る
。

（
2）

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
育
成

イ
）
開
催
講
座
の
継
続
的
開
催

ロ
）
相
互
理
解
を
図
る
た
め
の
交
流
の
場

（
3）

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
成
果
の
評
価

イ
）
委

員
会

が
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制

度
の
理
念
、
目
標
を
明
確
に
提
示
で
き
る
と
い
う
前
提
で
、

河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
の

個
別
の
活
動
に
つ
い
て
、
そ
の
理
念

、
目
標
の
達
成
度
を
評
価
す
る
。

 
ロ
）
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
総
体
と
し
て
の
全
体
評
価

（
4）

委
員
会
の
果
た
す
べ
き
役
割

イ
）
委
員
会
委
員
の
関
与

ロ
）
委
員
会
及
び
委
員
の
役
割

ハ
）
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
と
委
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

「
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
淀
川
水
系
河
川
整
備
計
画
で
提
起
さ
れ
、
琵
琶
湖
河
川
事
務
所
管
内
で
は
、
平
成

18
年
度
に
「
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
」
が
制
度
化
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降

、
当
制
度
に
基
づ
く
河
川
レ
ン

ジ
ャ
ー
活

動
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
平
成

24
年
度
に
、
今
後
の
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
及
び
委
員
会
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ワ
ー
キ
ン
グ
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
き
答
申
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
に
示
す
、
「
河
川
レ
ン

ジ
ャ
ー
活

動
の
理
念
・
あ
る
べ
き
姿
」
は
、
当
答
申
に
基
づ
い
て
明
文
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

■
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
（
今
後
）

○
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
運
営
委
員
会
規
約

(前
文

(抜
粋

))
琵
琶
湖
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
さ
ら
に
住
民
と

住
民
な
ら
び
に
住
民
と
行
政
と
の
連
携
・協

働
を

国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
琵
琶
湖
河
川

事
務
所
の
直
轄
管
理
す
る
区
域
お
よ
び
そ
の
周

辺
で
行
う
も
の
と
す
る
。

○
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
の
理
念
・あ

る
べ
き
姿

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
の
「理

念
」及

び

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
に
当
た
っ
て
の
「
姿
勢
」

住
民
の
真
の
知
恵
を
聴
取
し
、
新
た
な
川
づ
く
り

に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
活
動
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の

「
心
得
」

活
動
テ
ー
マ
設
定
の
「
視
点
事
例
」

※
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
理
念
・
あ
る
べ
き
姿
の
文
章
作
成
に

基
づ
い
て
、
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
運
営
委
員
会
規
約

の
改
正
が
必
要
と
の
判
断
は
し
な
い

  
 ※

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
の
評
価
制
度
に
関
し
て
は
、
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
の
理
念
・
目
標
の
明
示
が
な
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
個
別
活
動
評
価
に
つ

い
て
委
員
会
に
て
検
討
す
る

※
住
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ニ
ー
ズ
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合
、

河
川
管
理
者
は
、
住
民
と
行
政
と
の
連
携
・
協
働
が
よ
り

積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
制
度
運
営
委
員
会
に
報

告
し
、
制
度
運
営
委
員
会
は
、
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
個
別

活
動
の
評
価
、
継
続
審
査
、
任
命
審
査
に
利
活
用
す
る

も
の
と
す
る
。第
7
6回

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
運
営
委
員
会
（
2
02
5.

10
.3
0）

参
考
資
料
－
４



河
川

レ
ン
ジ
ャ
ー
活

動
の
理
念
・
あ
る
べ
き
姿

■
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動

に
当

た
っ
て
の

「姿
勢
」

○
長
期
的
な
視
野
、
幅

広
い

視
点
、
そ
し
て
大
き
な
志

を
持
っ
て
活
動
に
臨
む

○
固
定
観
念
に
と
ら
わ

れ
な

い
柔
軟

な
発
想
で
活

動
テ
ー

マ
を
定

め
る

○
定
め
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の

達
成

に
向
け
て
、
住
民
と
向

き
合

い
着
実
に
進
め
て
い
く

○
主
役
は
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
は

な
く
、
住
民
自
身
で
あ
る
と
い

う
認
識

に
立
っ
て
取
り
組

む

○
独
立
性
を
保
ち
、
自

ら
の

立
場
を
明
ら
か
に
し
て
活

動
す
る

○
継
続
性
の
あ
る
活
動

、
受

け
継
が

れ
る
活
動
に
取

り
組

む ○
活
動
に
必
要
な
知
識

や
ス

キ
ル
を
日
々
向
上
さ
せ

る
努

力
を
行

う

■
活

動
テ
ー
マ
設

定
に
際

し
て
の

「
視

点
事

例
」

○
川

か
ら
遠

ざ
か

っ
て
い

る
子

ど
も
、
住

民
に
対

す
る
関

心
の

喚
起

○
川

の
自

然
的

価
値

、
歴

史
・
文

化
的

価
値

の
再

発
見

○
住

民
の

昔
か

ら
の

暮
ら

し
の

中
で
培

わ
れ

て
き

た
環

境
維

持
技

術
の

掘
り
起

こ
し
（
好

循
環

型
社

会
の

再
構

築
）

○
外

来
種

に
よ
る
生

態
系

や
文

化
・
社

会
へ

の
影

響

○
水

防
災

へ
の

関
心

の
喚

起

○
顕

在
化

し
て
い
る
住

民
ニ
ー
ズ
へ

の
取

り
組

み
。

【
河

川
管

理
者

に
寄

せ
ら
れ

た
住

民
ニ
ー
ズ

(別
紙

参
照

)】

○
潜

在
化

し
て
い
る
住

民
ニ
ー
ズ
を
把

握
す
る
取

り
組

み
。

■
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
の
「
理
念
」

河
川
は
、
昔
か
ら
住
民
の
生
活
や
生
業
と
深
い
関
係
に
あ
り
、
人
々
は
日
常
的
に
川
に
触
れ
、
遊
び
、
恵
み
を
得
て
き
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
河
川
の
氾
濫
等
に
よ
り
、
大
き
な
被
害
を
繰
り
返
し
受
け
て
き
た
歴
史

も
あ
り
ま
す
。

高
度
経
済
成
長
の
大
変
動
の
中
で
、
人
々
は
、
よ
り
便
利
で
、
安
全
で
、
効
率
の
高
い
方
法
で
、
生
活
の
向
上

、
産
業
の
発
展
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
し
か
人
々
は

、
河
川
に
背
を
向
け
、
そ
の
整
備
や
維
持
管
理

は
専
ら
行
政
に
よ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か

し
、
河
川
整
備
計
画
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
、
河
川
は
貴
重
な
自
然
環
境
や
地
域
固
有
の
風
土
・
文
化
な
ど
を
育
む
地
域
の
財
産
で
あ
り
、
と
も
に
守
り
育
て
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
の

た
め
に
今
必
要
な
こ
と
、
そ
れ
は
、
住

民
自

身
が

河
川

を
守
り
育
て
て
い
く
「
主
人
公
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
育
み
、
河
川
の
豊
か
さ
を
実
感
し
な
が
ら
、
新
た
な
川
づ
く
り
に
主
体
的
に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
住

民
と
住

民
が
つ
な
が
り
、
行
政
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
川
づ
く
り
、
湖
づ
く
り
に
と
も
に
取
組
ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

琵
琶

湖
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
は
、
こ
う
し
た
河
川
を
取
り
巻
く
状
況
の
中
で
、
顕
在
化
し
て
い
る
課
題
だ
け
で
な
く
、
将
来
を
展
望
し
、
潜
在
し
て
い
る
課
題
に
も
着
目
し
な
が
ら
、
川

づ
く
り
に
対

す
る
住

民
の

意
識
を
喚
起
し
、

住
民

自
身
に
よ
る
活
動
を
引
き
出
し
、
住
民
と
住
民
、
住
民
と
行
政
の
協
働
の
関
係
づ
く
り
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
役
割
を
担
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
様

々
な
立

場
の
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
、
住
民
活
動
へ
の

助
言

や
サ
ポ
ー
ト
、
住
民
と
行
政
と
の
協
働
に
よ
る
河
川
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
提
言
な
ど
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の

結
果
、
河
川
を
愛
し
、
守
り
、
触
れ
親
し
む
人
や
、
災
害
や
事
故
な
ど
に
対
し
て
自
律
的
に
対
処
で
き
る
人
を
増
や
し
、
か
つ
て
の
よ
う
な
人
々
と
河
川
と
の
豊
か

な
関
係
を
再
構
築
し
て
い
き
ま
す
。

■
住
民
の

真
の

知
恵

を
聴

取
し
、
新

た
な
川
づ
く
り
に
反

映
さ
せ
る
た
め
の
活
動
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
「心

得
」

・
多
角
的
な
意
見
、
視
点
が
あ
る
こ
と
を
理
解
・

認
識
す
る

・
住
民
と
の
信
頼
関
係
を
築
き
、
本
音
を
聴
く

・
普
段
川
と
の
接
点
が
な
い
人
の
声
も
聴
く

・
住
民
、
行
政
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
認
識
す
る

・
多
世
代
が
、
川
に
触
れ
親
し
む
き
っ
か
け
を
つ

く
る

・
子
ど
も
た
ち
と
川
に
関
わ
る
人
々
と
出
会
い
の

場
を
つ
く
る

・
地
域
に
お
け
る
住
民
の
果
た
す
べ
き
役
割
を

理
解
し
た
上
で
、
伝
達
や
働
き
か
け
を
行
う

聴
く
・
認
識
す
る

伝
え
る

呼
び
か

け
る

・
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
の
役
割
・
活
動
を
分
か
り
や
す
く
発
信
す
る

・
集
め
た
情
報
は
集
め
た
場
所
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る

・
暮
ら
し
と
川
と
の
関
わ
り
を
“
見
え
る
化
”
す
る

・
地
域
の
協
働
に
よ
る
活
動
の

成
果
を
地
域
内
外
に
知
ら
せ
る

・
住
民
と
行
政
の
取
り
組
み
を
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る

つ
な
ぐ

提
案
す
る

引
き
出
す

・
住
民
自
ら
地
域
の
声
を

聴
き
、
問
題
を
見
つ
け
、

地
域
の
課
題
に
取
り
組

む
意
識
を
育
て
る

・
住
民
に
よ
る
主
体
的
な

活
動
の
立
上
げ
、
構
築

を
支
援
す
る

・
川
づ
く
り
へ
の
住
民
の
参

加
・
協
働
に
よ
る
取
り
組

み
を
働
き
か
け
る

・
住
民
の
思
い
や
取
り
組

み
を
背
景
に
、
行
政
に
対

し
て
積
極
的
に
提
案
す
る

・
立
場
や
思
い
の
異
な
る
住
民
ど
う
し
を
つ
な
ぐ

・
相
反
す
る
意
見
を
つ
き
あ
わ
せ
る

・
連
携
可
能
な
活
動
や
主
体
（
官
・
民
）
を
つ
な
ぐ

・
派
生
す
る
つ
な
が
り
も
敏
感
に
取
り
入
れ
活
か

す



■
河

川
レ
ン
ジ
ャ
ー
活
動
の
イ
メ
ー
ジ

地
に
足

を
つ
け
る
／

地
に
あ
り
な
が

ら
、
天
を
思
う
。

視
野
の
広
さ
／
鳥

の
よ
う
に
、
空

か
ら
世

界
を
見
渡
す
。

 
多
角
的
／
蜻
蛉
の

よ
う
に
、
複

眼
で
見

る
。

夢
を
語

る
・
見
せ
る
／

天
下

人
の

よ
う
に
、
大

き
な
夢

を
描

く
。

情
熱
／
恋
人
の
よ
う
に
、
情

熱
で
人

を
動

か
す
。

夢
の
発
掘
／
考
古

学
者

の
よ
う
に
、
こ
つ
こ
つ
と
地
域

の
夢

を
発
掘
す
る
。

想
い
を
形

に
す
る
／

産
婆

の
よ
う
に
、
住

民
の
主

体
性
が

生
ま
れ

る
手

伝
い
を
す
る
。

主
人
公
に
な
る
お
手

伝
い
／

名
脇

役
の

よ
う
に
、
地
域
住

民
を
引
き
立
て
る
。

翻
訳
者
、
通
訳
／

仲
人

の
よ
う
に
、
人

を
結

ぶ
。

紡
ぐ
／

紡
ぎ
手
の

よ
う
に
、
声

な
き
人

の
声

を
紡

ぎ
出
す
。

デ
ザ
イ
ン
す
る
／

織
師

の
よ
う
に
、
多

く
の
人

の
想
い
や

動
き
を
縦
横

に
織
る
。

伝
え
る
／
郵
便
屋

の
よ
う
に
、
想

い
を
届
け
る
。

冷
静
・
独
立
／
審
判

の
よ
う
に
、
冷

静
に
公
正

か
つ
公
平

に
ふ
る
ま
う
。

努
力
／
ア
ス
リ
ー
ト
の

よ
う
に
、
日

々
の

努
力
を
怠
ら
な
い
。

柔
軟
性
／
猫
の
よ
う
に
、
し
な
や

か
に
動

く
。

思
考
力
／
芸
術
家

の
よ
う
に
、
鋭

い
観

察
眼
で
洞
察
す
る
。

機
動
性
、
現
場
に
立

脚
／

新
聞

記
者

の
よ
う
に
、
足

で
稼
ぐ
。

継
続
性
／
職
人
の

よ
う
に
、
技

術
を
日

々
積
み

重
ね

て
進

化
す
る
。

 
技
／
ド
ラ
え
も
ん
の

よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
道
具

を
繰

り
出
す
。

 作
成
；
南
村
委
員

■
顕

在
化

し
て
い
る
河

川
管

理
者

に
寄

せ
ら
れ

た
住

民
ニ
ー
ズ

○
野

洲
川

の
河

道
内

樹
木

を
伐

採
し
て
ほ

し
い

➣
繁

茂
が

著
し
く
て
増

水
の

後
、
ビ
ニ
ー
ル

な
ど
が

ゴ
ミ
が

引
っ
か

か
っ

て
景

観
が

悪
い

➣
繁

茂
が

著
し
く
て
流

れ
を
阻

害
し
て
い
な
い
か

➣
増

水
し
た
と
き
に
溢

れ
な
い
か

➣
利

用
し
た
い
の

に
水

際
に
近

づ
け
な
い

○
野

洲
川

の
高

水
敷

の
草

を
刈

っ
て
ほ

し
い

➣
繁

茂
が

著
し
く
景

観
が

悪
い

➣
利

用
し
た
い
の

に
高

水
敷

の
草

で
水

際
に
近

づ
け
な
い

➣
花

粉
症

な
の

で
早

く
刈

っ
て
ほ

し
い

〇
野

洲
川

の
河

口
部

の
土

砂
を
取

っ
て
ほ

し
い

➣
以

前
に
く
ら
べ

て
河

道
に
土

砂
が

た
ま
っ
て
き
て
い
る
。
増

水
し
た
と
き

に
溢

れ
な
い
か

○
瀬

田
川

の
水

草
を
刈

っ
て
ほ

し
い

➣
繁

茂
し
て
ゴ
ミ
が

引
っ
か

か
っ
て
汚

い
➣

水
面

利
用

に
支

障
が

あ
る
（
ボ
ー
ト
・
カ
ヌ
ー
な
ど
）

➣
臭

い
が

ひ
ど
い

○
瀬

田
川

の
外

来
種

を
駆

除
し
て
ほ

し
い

➣
外

来
種

（
生

物
・
植

物
）
が

増
え
て
環

境
が

悪
化

し
て
い
る

〇
 （
野

洲
川

・
瀬

田
川

共
通

）
ゴ
ミ
を
取

っ
て
ほ

し
い

➣
近

く
の

川
沿

い
に
ゴ
ミ
（
生

活
・
飲

食
・
喫

煙
等

）
が

あ
っ
て
汚

い
➣

大
型

ゴ
ミ
が

投
棄

さ
れ

て
い
る

➣
利

用
し
よ
う
と
思

っ
て
も
汚

く
て
行

け
な
い

 （
野

洲
川

・
瀬

田
川

共
通

）
河

川
の

活
用

➣
ボ
ー
ト
・
カ
ヌ
ー
が

降
ろ
し
や

す
い
よ
う
に
護

岸
に
傾

斜
を
つ
け
た
い

➣
河

川
敷

で
バ

ー
ベ
キ
ュ
ー
が

し
た
い

➣
河

川
敷

で
ラ
ジ
コ
ン
や

ド
ロ
ー
ン
が

し
た
い
、
し
て
い
て
危

険
で
は

？
➣

草
を
刈

る
の

で
ス
ポ
ー
ツ
の

練
習

に
使

い
た
い

○
琵

琶
湖

の
水

位
が

高
い
・
低

い
 ➣

水
位

管
理

を
ど
の

よ
う
に
考

え
て
し
て
い
る
の

か
解

ら
な
い

 ➣
大

雨
で
水

位
が

高
く
な
っ
て
い
る
の

に
な
ぜ

下
げ
な
い
の

か
 ➣

漁
業

や
農

業
、
生

き
も
の

に
影

響
は

？
（
令
和
２
年
２
月
１
４
日

 現
在
）

◆
別
紙

令
和
２
年
２
月
１
４
日

第
59

回
 琵

琶
湖
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
制
度
運
営
委
員
会

【
検
討
資
料
】



デ
ジ
タ
ル
技
術
を
⽣

か
し
た
川
づ
く
り

2025年6⽉9⽇（⽉）に琵琶湖河川レン
ジャー4名と琵琶湖河川事務所職員約20
名が参加する意⾒交換会を開催。事業内
容や活動内容等、お互いの声を
聴きあう貴重な時間となりました。

野洲川 瀬田川

2025年8⽉発⾏

瀬田川

野洲川

川
と
親
し
み
︑
川
づ

く
り
を
⾃
分
ご
と
に

野
洲
川
の
﹁
川
守

り
﹂
を
つ
な
ぐ

住
⺠
と
⾏
政
を
つ
な

ぐ
川
づ
く
りVol.56

聴く

呼びか
ける

つなぐ

琵琶湖河川レンジャーは住⺠と⾏政（河川管理者）が⼀緒になって川を守り、育ててい
くため「川と⼈」「⼈と⼈」をつなぐ活動を⾏っています。

琵
琶
湖
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー

琵
琶
湖
河
川
事
務
所

琵琶湖河川事務所職員から
事業内容を伝えます

琵琶湖河川レンジャーが
自身の活動を説明します

意見交換会は和やかに進みました

根⽊⼭R ⽔上R 野村R 末吉R



琵琶湖河川レンジャーレポート Vol.56

◇◇ 琵琶湖河川レンジャー活動⽀援室◇◇

野村

2025年6⽉下旬から7⽉中旬にかけ、守⼭
市⽴中洲⼦ども園や住⺠グループの川遊び
をサポートしました。⼦ども園の活動サ
ポートでは、事前に川遊びにおける安全講
習を教職員の⽅に向け実施。その後2回に渡
り、⼦どもたちと川に親しむ活動を実施し
ました。野洲川での想い出を作ることで野
洲川を⼤切にする⼼が育まれるよう願って
の活動を続けています。

レンジャー

活動拠点 (問い合わせ先) ⽔のめぐみ館 ウォーターステーション琵琶内 河川レンジャー活動⽀援室
〒520-2279 滋賀県⼤津市⿊津4-2-2 TEL077-536-3520 FAX077-536-3530
E-mail︓r-manager@water-station.jp URL: https://www.water-station.jp/ranger

末吉

2025年度、瀬⽥川たんけんたいは3期⽣を迎え6
⽉にスタートしました。6⽉末の第１回たんけん
たい活動では、⽔害時の「浸⽔歩⾏体験」を⾏い、
⽔防意識を育みました。瀬⽥川洗堰の役割も学び、
地域特有の川との関わりも発⾒。
7⽉末には「ふなずし漬けワークショップ」を開
催。瀬⽥川やびわ湖の歴史⽂化的な体験で地域と
川とのつながりについて理解を深めました。

水上

レンジャー

レンジャー

レンジャー

根木山

川と親しみ
川づくりを自分ごとに

野洲川の「川守り」を
つなぐ

住民と行政をつなぐ川づくり

2025年度は5⽉に令和7年野洲川河川
清掃を実施。住⺠・⾏政が⼀緒になっ
て地元野洲川の現状を知り、親しみを
いだく活動を継続しています。

2024年12⽉より河川レ
ンジャーとして活動を開
始。2025年度は本格的
な活動の1年⽬です。8⽉
初頭にAIを使った瀬⽥川
のデジタルマップを作る
ワークショップを開催。
⽬下ネットワーク作りに
尽⼒中です。

NEW
COMER

デジタル技術を生かした川づくり

ふなずし漬け体験

瀬⽥川洗堰の⾒学

浸⽔歩⾏体験

⽔辺の安全講習

川流れ体験

川の⽣き物探し

レンジャー活動3年⽬。
次々に新しいアイデア
を取り⼊れ、活動の幅
を広げられています。

レンジャー⽀援室より

13年⽬のベテラン河
川レンジャー。各所と
の調整や住⺠同⼠のつ
なぎ⽅もさすがの⼀⾔
です。

レンジャー⽀援室より

⻑く積んだ⾏政経験を⽣かした活動が光る9年⽬の
レンジャーです。

得意分野を⽣かしたレンジャー活動に
期待⼤です。 レンジャー⽀援室より

9年⽬となる野洲川河川清掃

住⺠と⾏政、
川と⼈を

つなぐ
川への思いを

聴く 川と⼈、⼈と⼈を

つなぐ

地域の住⺠に

呼びかける

住⺠と⾏政を

つなぐ
⽴場の異なる⼈々の
思いを

聴く

聴く

レンジャー⽀援室より

川に対する思いの
変化を

参加者と共に
マップ作りを開始
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